
お知らせ
　

近
頃
、
ゴ
ミ
収
集
中
の
作
業
員

が
、
ゴ
ミ
箱
内
に
巣
を
作
っ
た
ハ

チ
に
刺
さ
れ
る
事
故
が
各
町
で
発

生
し
て
お
り
ま
す
。
今
後
、
秋
に

か
け
て
ハ
チ
の
巣
作
り
で
数
が
増

え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
状
況
に

よ
っ
て
は
重
大
な
事
故
を
招
く
恐

れ
も
あ
り
ま
す
。

　

特
に
木
製
で
密
閉
性
の
高
い

ゴ
ミ
箱
を
設
置
さ
れ
て
い
る
ご
家

庭
で
は
、
ハ
チ
が
巣
を
作
る
こ
と

の
な
い
よ
う
注
意
し
て
い
た
だ
く

と
と
も
に
、
可
能
で
あ
れ
ば
ゴ
ミ

箱
の
側
面
を
金
網
等
に
替
え
る
な

ど
安
全
対
策
に
も
配
慮
し
て
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

◎育児休業給付制度は、１歳（保育所における保育の実施が行われない等の場合は１歳６カ月）未満の子を

養育するため育児休業を取得し、休業終了後に職場復帰する予定の雇用保険被保険者の方が対象となり、休

業開始前の賃金の５０％相当額が育児休業期間中に支給されます。

　また、父母ともに育児休業を取得する場合には１歳２カ月未満までに最長１年間の育児休業給付金が支給

されます（支給には一定の要件があります）。

◎介護休業給付制は、家族の介護の為に休業を取得し、休業終了後に職場復帰する予定の雇用保険被保険者

が対象となり、休業開始前の賃金の４０％相当額が支給されます。

　支給対象となる家族ひとりにつき３カ月（異なる要介護状態による複数回の介護休業の場合は９３日）を限

度に支給されます。

　なお、支給対象となる家族には一定の範囲があります。

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
は
、
障
が

い
の
あ
る
方
々
の
就
職
支
援
の
た

め
、
企
業
と
の
面
接
や
情
報
交
換

の
場
と
し
て
「
障
が
い
者
雇
用
促

進
フ
ェ
ア
２
０
１
２
」
を
開
催
し

ま
す
。

　

求
職
活
動
中
の
障
が
い
者
の

方
、
ま
た
障
が
い
者
雇
用
を
お
考

え
の
事
業
主
の
皆
様
の
積
極
的
な

参
加
も
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

○
日
時　

１０
月
１１
日

午
後
１
時
３０
分
〜
午
後
３
時
３０
分

ま
で

○
場
所　

花
び
し
ホ
テ
ル

（
函
館
市
湯
川
町
１
丁
目
１６

－

１８
）

○
内
容　

就
職
を
希
望
す
る
障
が

い
者
の
方
々
と
企
業
の
面
接
及
び

情
報
交
換

「
ヨ
ガ
教
室
」

日　

程　

９
月
８
日
・
１５
日
・
２９
日

時　

間　

午
前
１０
時
〜
正
午

受
講
料　

１
５
０
０
円

定　

員　

１０
名

申
込
締
切　

各
実
施
日
の
前
日
ま
で

「
フ
ラ
ダ
ン
ス
教
室
」

日　

程　

９
月
８
日
・
１５
日
・
２９
日

時　

間　

午
後
１
時
〜
午
後
３
時

受
講
料　

１
０
０
０
円

定　

員　

２０
名

申
込
締
切　

各
実
施
日
の
前
日
ま
で

「
社
交
ダ
ン
ス
教
室
」

日　

程　

９
月
９
日
・
２３
日

時　

間　

午
後
１
時
〜
午
後
４
時

受
講
料　

２
０
０
０
円

定　

員　

１０
名

申
込
締
切　

各
実
施
日
の
前
日
ま
で

「
職
業
講
習
の
ご
案
内
」

日　

程　

９
月
１４
日

時　

間　

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

　
　
　
　

（
昼
休
１
時
間
）

受
講
料　

一
般
５
０
０
０
円

　
　
　
　

会
員
４
０
０
０
円

定　

員　

３０
名

申
込
締
切　

９
月
７
日
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み

　

檜
山
地
域
人
材
開
発
セ
ン
タ
ー

　

℡
５
２
・
０
１
６
０

詳しくは、お近くのハローワークにお問い合わせ下さい。

　＝お問合せ先＝
　ハローワーク江差　℡０１３９－５２－０１７８　　ハローワーク函館　℡０１３８－２６－５８２６

『
障
が
い
者
雇
用
促
進
フ
ェ
ア

２
０
１
２
』開
催
の
お
知
ら
せ

南
部
桧
山
清
掃
セ
ン
タ
ー

か
ら
の
お
知
ら
せ

檜
山
地
域
人
材
開
発
セ
ン
タ
ー

各
種
講
座
の
お
知
ら
せ

　江差脳神経外科クリニックでは、この度医師体制
の都合により、一部救急受入を中止いたします。
　地域住民の方々に対しましては、多大なる迷惑を
おかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。
　つきましては、今後の救急体制の調整、対応策を
早急に検討しますので、ご理解とご協力をよろしく
お願い致します。

1. 救急対応（受入）の一部休止は、９月１日より
　実施します。
2. 救急対応が付加となる曜日・時間帯は
（1）土曜日の午前９時より月曜日の午前９時まで
（2）祝祭日の午前９時より翌営業日の午前９時まで
3. 救急受け入れ休止時間帯は、南檜山管内各医療
　機関のご協力いただき、函館新都市病院救急に
　おいて、救急患者受け入れを行います。

【お問合せ先】　江差脳神経外科クリニック
　　　　　　　℡０１３９－５２－５５００

■
お
問
い
合
わ
せ

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
函
館
（
函
館
市
新

川
町
２６

－

６
函
館
地
方
合
同
庁
舎

分
庁
舎
）

℡
０
１
３
８
・
２
６
・
０
７
３
５

江差脳神経外科クリニック江差脳神経外科クリニック
救急対応一部休止のお知らせ救急対応一部休止のお知らせ
江差脳神経外科クリニック
救急対応一部休止のお知らせ
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